
近
世
初
頭
に
お
け
る
都
市
貴
族
の
生
活

村

　江

修

一

伽四　

@
【
要
約
目
　
安
土
桃
山
蒔
代
よ
り
峰
越
初
期
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
封
建
制
再
編
成
期
に
お
け
る
公
家
の
生
活
を
、
西
洞
院
時
勢
の
日
記
を
中
心
に
考
察
し
、

一　

ｬ
人
・
武
士
・
農
筑
等
と
の
交
渉
を
通
じ
て
公
家
の
転
筆
が
封
建
社
会
に
ど
の
よ
う
な
寄
与
を
な
し
た
か
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
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で
あ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
こ
の
時
期
に
み
る
公
家
生
活
の
変
貌
は
よ
く
変
転
．

　
　
　
　
　
　
騨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
期
の
都
市
門
京
都
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
同
時
に
、
徳
川
封
建
体
制
発
足
期
の

　
　
　
中
世
末
よ
り
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
め
ま
ぐ
る
し
い
歴
史
的
変
転
は
、
近
時

の
　
政
治
的
社
会
的
経
済
的
等
種
々
の
角
度
か
ら
詳
細
に
検
討
が
す
す
め
ら
れ
、
そ

柚
　
の
成
果
は
み
る
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
と
く
に
そ
こ
で
は
武
士
や
農
民
の
動
向

（話
　
が
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
両
者
の
動
向

ゑ
の
　
に
は
古
代
的
権
威
・
古
代
的
伝
統
に
対
す
る
渇
仰
・
憧
憬
が
纒
燃
し
て
い
た
こ

族貴
　

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
こ
の
意
味
か
ら
も
都
市
貴
族
た
る
公
家
の
存

蒲類
．
在
は
決
し
て
囁
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

るけ
　
　
周
知
の
よ
う
に
武
±
階
級
の
ほ
か
都
市
の
町
人
や
一
蓋
庶
民
と
の
交
渉
が
深

お群
　
ま
っ
た
当
時
に
お
い
て
は
、
公
家
交
会
は
幾
多
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
封
鎖
的

葡
蕪
を
す
て
ざ
る
を
叢
か
つ
た
の
で
、
そ
れ
に
は
公
蕎
身
の
必
芝
馨

近
　
く
も
の
も
あ
っ
た
ろ
う
し
、
他
の
階
級
か
ら
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
も
あ
っ
た

側
面
を
も
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
私
は
当
時
数
あ
る
記
録
日
乗
の

う
ち
で
も
、
最
も
内
容
の
豊
富
な
論
戦
卿
記
を
通
し
て
具
体
的
に
考
え
て
み
た

い
と
思
う
。
　
（
な
お
以
下
の
叙
述
中
、
時
三
野
記
よ
り
引
解
の
部
分
に
つ
い
て

は
一
々
無
名
を
掲
げ
ず
、
括
弧
の
中
に
年
月
日
の
み
を
記
す
る
に
止
め
た
か
ら
、
．

そ
の
つ
も
り
で
御
覧
願
い
た
い
。
）

二

　
時
慶
卿
記
の
今
日
み
う
る
と
こ
ろ
は
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
）
嶽
夏
秋
、

文
禄
二
・
年
（
一
五
九
三
）
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
同
七
年
、
同
八
年
、
同
九

年
、
岡
薫
陸
、
同
十
四
年
、
同
十
流
年
、
同
十
八
年
、
同
十
九
年
森
夏
、
元
和

閃【

N
（
一
山
ハ
～
・
八
）
糊
凹
七
年
、
戦
渦
・
氷
｝
血
加
ヤ
（
一
六
二
八
）
瞬
山
塊
年
、
同
九
律
丁
、
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、
岡
十
四
年
、
岡
十
五
年
、
同
十
六
年
（
ニ
ハ
三
九
）
春
夏
で
、
前
後
四
十
九
年

に
わ
た
る
う
ち
、
十
九
年
分
が
残
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
西
本
黒
総
の
自
筆
原

本
は
終
り
の
寛
永
十
四
・
十
五
・
十
六
の
三
年
問
が
各
一
冊
宛
小
形
の
本
に
な

っ
て
い
る
ほ
か
は
、
臓
器
と
も
美
濃
版
の
大
形
本
で
あ
る
。
走
り
書
き
で
文
字

が
小
さ
く
、
行
問
は
つ
め
て
あ
る
の
で
余
り
読
み
易
く
は
な
い
。
電
鍵
の
図
書

館
に
は
写
本
（
三
十
四
冊
本
）
が
あ
り
、
こ
の
方
が
よ
み
易
い
が
、
往
々
読
解

嵐
来
ぬ
と
こ
ろ
は
空
白
に
な
り
、
写
し
て
あ
っ
て
も
本
当
に
よ
め
な
か
っ
た
の

か
正
し
く
写
せ
て
い
な
い
文
字
も
少
く
な
い
。
京
都
府
立
図
書
館
に
は
こ
れ
と

全
く
同
じ
写
太
・
が
あ
り
、
た
だ
掃
数
が
細
か
く
分
け
ら
れ
て
い
て
七
十
二
冊
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く
龍
大
本
か
ら
写
し
た
も
の
か
と
考
え
る
。

　
時
慶
は
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
に
生
れ
、
寛
永
十
六
年
十
一
月
二
十

臼
八
十
八
歳
を
以
て
な
く
な
る
ま
で
の
う
ち
、
現
存
の
日
記
は
四
十
歳
の
時
か

ら
覆
年
ま
で
の
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
は
社
会
的
に
も
相
当
の
地
位
を
え
て
か
ら

の
期
間
で
、
恰
も
豊
臣
、
徳
川
両
政
権
の
交
代
期
を
含
ん
で
い
る
だ
げ
に
貴
重

な
史
料
と
い
え
よ
う
。
次
に
時
慶
の
閲
歴
を
み
る
と
、
四
十
歳
の
と
き
従
三
位

非
参
議
と
な
っ
て
か
ら
寛
永
元
年
七
十
三
歳
の
と
ぎ
参
議
従
二
位
で
出
家
し
て

お
り
、
堂
上
公
家
と
し
て
は
末
席
に
列
し
な
が
ら
位
階
は
非
常
に
昇
進
し
て
い

る
。
も
と
飛
鳥
井
家
の
出
身
で
、
従
一
位
権
大
納
言
雅
綱
の
子
、
安
居
院
覚
澄

を
父
と
す
る
が
、
覚
澄
の
弟
正
二
位
権
大
納
欝
雅
春
（
教
雅
）
の
養
子
と
な
り
、

天
正
三
年
四
月
右
兵
衛
佐
に
任
ず
る
と
と
も
に
公
選
の
名
を
改
め
て
時
慶
と
い

い
、
従
三
位
左
兵
衛
督
西
洞
院
時
当
の
あ
と
を
つ
い
だ
。

　
飛
鳥
井
家
は
周
知
の
通
り
、
そ
の
先
藤
原
雪
膚
の
五
粥
忠
教
に
繊
で
難
波
氏

と
岡
系
、
藤
原
摂
関
家
に
即
し
て
は
か
な
り
支
流
に
な
る
が
、
忠
教
の
子
頼
輔

の
頃
よ
り
蹴
鞠
・
和
歌
両
道
に
堪
能
の
家
と
し
て
特
色
を
あ
ら
わ
し
、
曾
孫
雅

経
は
新
古
今
集
撰
者
の
一
人
に
入
り
、
室
町
時
代
康
正
・
文
明
の
交
に
は
雅
親

出
で
て
天
下
の
歌
の
．
判
者
と
仰
が
れ
、
将
軍
義
政
の
た
め
「
古
今
栄
雅
抄
」
や

「
筆
の
ま
よ
ひ
」
を
著
わ
し
、
入
木
道
に
も
一
派
を
立
て
た
程
で
地
位
も
従
一

位
権
大
納
欝
に
達
し
た
。
弟
の
雅
康
も
和
歌
・
書
と
も
に
す
ぐ
れ
、
正
二
位
中

納
言
に
上
り
、
爾
来
飛
鳥
井
家
は
室
町
中
期
以
前
の
世
代
に
は
み
ら
れ
ぬ
懐
い

地
位
を
保
ち
、
雅
親
の
曾
孫
雅
春
は
秀
吉
に
、
雅
春
の
孫
雅
庸
は
家
康
に
歌
道

を
伝
え
、
さ
ら
に
上
野
の
子
雅
章
は
後
水
罷
土
皇
よ
り
古
今
螢
授
を
さ
っ
か
つ

て
い
る
な
ど
、
公
家
と
し
て
は
珍
し
く
時
代
の
郷
光
を
浴
び
た
家
柄
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
西
洞
院
家
は
枢
武
平
氏
の
流
で
保
元
の
乱
前
後
に
活
躍
し
た

平
信
範
の
後
で
あ
る
が
、
歴
代
は
お
お
む
ね
従
三
位
か
ら
従
四
位
、
参
議
な
い

し
は
地
方
の
守
で
、
今
を
時
め
く
飛
鳥
井
家
に
対
し
て
は
些
か
低
い
地
位
に
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
西
洞
院
家
と
し
て
は
時
鐘
の
地
位
は
む
し
ろ
高
い
方
で
あ
っ

た
が
、
や
は
り
飛
鳥
井
家
の
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
娘
時
子
が
慶
長
五
年

後
陽
成
天
皇
の
掌
侍
と
な
り
、
同
十
四
年
永
宗
女
王
を
、
翌
十
五
年
皇
子
高
乗

院
（
三
歳
で
死
霊
）
を
生
ん
だ
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
男
子

　
　
　
　
　
　
つ
ね

に
は
時
好
・
時
庸
・
忠
康
・
墨
黒
が
あ
り
、
時
直
あ
と
を
つ
ぎ
、
時
庸
は
平
松
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家
、
忠
康
は
長
谷
家
、
時
鐘
は
交
野
家
を
た
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て

西
洞
院
象
は
時
慶
の
蒔
よ
り
大
い
に
発
展
し
た
の
で
あ
っ
た
。

囁
し
か
し
経
済
的
に
は
彼
の
時
代
に
検
地
が
あ
っ
て
穏
当
財
源
を
き
り
つ
め
ら

れ
た
が
、
荘
園
侵
害
の
結
果
所
領
が
有
名
無
実
化
し
た
の
に
比
べ
れ
ば
一
応
最

低
生
活
は
保
障
さ
れ
た
わ
け
で
、
朱
印
に
よ
り
二
百
七
十
三
石
を
給
せ
ら
れ
た

八
明
治
に
は
二
颪
九
十
二
石
に
な
っ
て
い
た
）
。
年
貢
運
上
の
村
々
に
は
紫
竹
・

松
崎
・
一
乗
寺
・
花
園
・
朱
雀
・
久
我
・
三
本
木
・
今
里
・
御
所
内
・
高
島
石

庭
（
場
）
等
が
あ
り
、
石
庭
の
み
は
近
江
の
高
島
郡
（
い
窪
マ
キ
ノ
町
に
入
る
）

に
あ
り
、
他
は
都
の
周
辺
地
区
で
あ
っ
た
。
紫
竹
は
四
村
ば
か
り
あ
り
、
三
本

木
は
二
条
の
北
、
賀
茂
川
の
西
岸
、
今
里
・
御
所
内
は
鳥
羽
方
面
に
あ
っ
た
。

ま
た
女
時
子
も
新
た
に
慶
長
五
年
高
島
の
年
貢
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
三
鼎
よ
り
分
与
し
た
も
の
か
、
刷
に
給
さ
れ
た
も
の
か
明
か
で
な
い
。
何
れ

に
せ
よ
、
時
子
の
知
行
分
も
鞍
懸
が
管
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
天
正
よ
り
慶

長
の
始
め
に
か
け
て
は
こ
れ
ら
諸
村
よ
り
の
水
帳
及
び
指
田
が
し
き
り
に
微
せ

ら
れ
、
慶
長
五
年
十
月
二
十
資
に
は
、
家
康
は
公
家
衆
に
対
し
、
一
せ
い
に
す

べ
て
知
行
の
指
出
を
提
繊
さ
せ
た
。
時
慶
は
平
氏
の
氏
神
で
あ
る
平
野
敏
を
も

管
理
し
て
い
た
の
で
、
簡
社
の
指
出
も
召
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
留
出
と
水
帳
が
一

致
し
な
い
と
て
朱
印
状
を
徴
せ
ら
れ
る
（
慶
長
五
、
十
、
二
十
四
）
な
ど
寸
土

も
ゆ
る
が
せ
に
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
家
中
や
平
野
社
の
造
作
、
庭
園
の
手
入
れ
、

旅
行
の
伴
あ
る
い
は
駕
籠
葬
き
な
ど
は
こ
れ
ら
の
華
々
か
ら
人
手
を
徴
し
て
問

に
合
せ
た
。
年
貢
の
運
上
は
必
ず
し
も
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
ず
、
収
獲
期
に
お

け
る
年
貢
の
督
促
は
そ
の
記
事
が
極
め
て
多
く
み
え
、
感
情
的
な
文
句
に
乏
し

い
こ
の
臼
記
中
で
も
、
未
進
に
対
す
る
憐
愚
だ
け
は
強
く
寵
さ
れ
て
お
り
、
減
免

の
申
請
に
は
頗
る
強
硬
な
態
度
を
み
せ
て
．
い
る
が
、
こ
れ
も
困
れ
ば
武
家
に
す

が
る
手
陵
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
前
記
慶
長
五
年
の
再
議
提
出
は
所
司
代
の

下
役
人
で
あ
る
松
田
勝
右
衛
門
に
対
し
て
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
際
折
箱
を
贈
っ

た
と
こ
ろ
贈
物
は
停
止
と
て
返
却
さ
れ
て
き
た
（
慶
長
五
、
十
、
二
十
四
）
の

は
情
実
を
防
ぐ
た
め
で
あ
り
、
幕
府
の
峻
烈
な
態
度
が
伺
わ
れ
る
。
知
行
地
か

ら
の
ほ
か
、
時
慶
の
収
入
と
な
る
も
の
に
は
医
聖
と
し
て
診
察
・
投
薬
の
報
酬

が
あ
り
、
平
野
社
に
対
す
る
町
着
か
ら
の
海
進
や
護
符
・
祈
糞
蝿
の
報
饗
が
あ

り
、
さ
ら
に
色
紙
短
冊
な
い
し
は
写
本
の
依
頼
に
よ
る
礼
物
等
が
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
こ
れ
ら
は
昏
晦
公
家
の
副
収
入
の
主
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
宗
教
・
学
問

・
文
学
の
三
者
は
公
家
の
古
代
的
権
威
を
支
え
る
最
後
の
砦
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
以
下
私
は
こ
の
三
点
を
主
と
し
て
彼
の
生
活
を
の
べ
て
ゆ
き
た
い
。

三

　
時
慶
卿
記
の
史
料
的
価
値
が
一
つ
に
は
多
数
の
文
献
類
の
記
事
が
の
せ
ら
れ

て
い
る
点
に
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
。
私
が
全
体
を
通
覧
し
て
拾
い
上
げ
え

た
書
物
の
種
類
は
百
余
種
に
上
り
、
そ
の
う
ち
連
名
の
正
確
に
判
明
す
る
も
の

を
類
別
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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歌
集
及
び
歌
学

古
今
集
　
新
古
今
集
　
続
古
今
集
　
後
撰
集
　
千
載
集
　
新
千
載
集
　
拾
遺
愚

草
　
公
任
集
　
亜
椀
集
　
袖
中
抄
　
建
保
百
首
　
名
所
和
歌
抄
　
悦
目
抄
　
井

蛙
抄
　
梁
塵
愚
案
抄
　
蚕
飛
鳥
　
百
人
一
首
　
説
林
良
材
　
古
今
伝
授
　
顕
注

密
勘
　
詠
歌
大
概
聞
書
　
薪
古
秘
説
抄
　
手
爾
波
大
概
抄
　
連
歌
新
式

　
醐
般
文
学

源
氏
物
語
　
伊
勢
物
語
　
狭
衣
物
語
　
大
和
物
語
　
土
佐
日
記
　
五
代
帝
王
物

語
　
平
家
物
語
　
曾
我
物
語
　
神
皇
正
統
記
　
水
鏡
　
大
鏡
　
方
丈
記
　
本
朝

文
粋
　
朝
野
群
島
　
貴
船
物
語
　
酒
天
童
子
　
紀
伊
国
鏡
巻
物
語
　
月
光
　
花

満
　
今
日
は
三
人
僧
　
富
士
人
穴
　
岩
屋
　
滝
口

　
歴
史
・
有
職
故
実
・
神
道
等

日
本
書
紀
　
職
鰻
重
　
応
仁
記
　
新
撰
姓
氏
録
　
延
喜
式
　
公
卿
補
任
　
貞
永

式
罵
　
河
海
抄
　
花
鳥
余
情
　
公
事
根
元
　
樵
談
治
要
　
拾
芥
抄
　
和
名
抄

元
亨
釈
書
　
九
条
右
丞
桐
遺
誠
　
草
人
木
　
倭
漢
合
運
図
　
唯
一
神
道
名
法
要

集
　
中
塵
室
　
年
代
記
（
甫
斑
編
）
　
決
鞍
鼻
　
野
槌

　
医
　
学
　
、

啓
麺
集
　
医
方
明
鑑
　
本
草
術
義
　
医
学
源
流
　
素
直
入
式
運
気
血
豆
　
塞
草

綱
屠
　
延
寿
撮
要
　
神
縫
本
経

　
淺
籍

尚
書
　
論
語
　
孟
子
、
大
学
　
老
子
　
荘
子
　
孝
子
経
　
古
文
孝
経
　
蒙
求

周
秦
行
記
　
皇
朝
類
苑
　
碧
厳
録
　
古
文
真
宝
　
遊
仙
窟
　
北
鋼
全
集
　
貞
観

敷
要
層
説
文
二
字

す
な
わ
ち
上
記
九
十
四
種
を
類
別
す
れ
ば
、
歌
集
及
び
歌
学
二
十
四
種
、
一
般

文
学
二
十
三
種
、
歴
史
・
有
職
故
実
・
神
道
等
二
十
二
種
、
医
学
八
種
、
漢
籍

十
七
種
と
な
り
、
歌
や
交
学
に
興
味
が
集
中
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
異
と
す
る
に

足
ら
ぬ
が
、
仏
領
は
意
外
に
少
く
、
医
書
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
点
、
彼
の
生

活
の
蒋
色
が
窺
わ
れ
る
。
さ
り
と
て
仏
教
信
仰
に
は
下
記
の
よ
う
に
決
し
て
無

関
心
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
活
上
の
必
要
か
ら
読
書
の
傾
向
が
左
右
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
中
に
は
当
時
盛
ん
と
な
っ
た

木
版
印
刷
の
本
も
あ
ろ
う
が
、
多
く
は
写
本
と
考
え
ら
れ
、
彼
の
蔵
書
か
然
ら

ず
ん
ば
借
用
書
写
し
て
三
遍
に
そ
な
え
る
等
、
文
献
蒐
集
は
頗
る
積
極
豹
で
あ

っ
た
。
夏
季
に
は
虫
干
し
を
行
い
、
諮
写
し
た
も
の
は
表
具
師
を
よ
ん
で
丁
寧

に
製
本
さ
せ
た
。
表
具
節
に
は
何
人
か
出
入
り
が
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
宗
久
と

い
う
上
手
の
表
具
師
は
経
師
の
町
の
者
だ
と
い
っ
て
お
る
（
寛
永
九
、
五
、
二

十
二
）
と
こ
ろ
が
ら
み
て
そ
う
し
た
職
業
春
の
多
い
町
が
あ
っ
た
こ
と
を
し
る
。

　
さ
て
歌
の
方
面
か
ら
彼
の
生
活
を
み
て
ゆ
く
が
、
古
典
的
な
も
の
で
は
や
は

り
古
今
集
に
最
も
親
し
い
み
、
近
衛
家
で
浄
弁
・
三
条
西
実
隆
・
紹
巴
ら
の
筆

に
な
る
本
を
一
見
し
て
よ
ろ
こ
び
（
慶
長
七
、
十
一
、
八
）
、
　
細
川
幽
斎
と
睨

130　（630）



遡脇頭に繍る綱鍛族の蝋（柚の

懇
に
な
っ
て
は
古
今
俵
授
の
本
を
み
せ
て
も
ら
い
（
慶
長
五
、
三
、
一
）
、
　
ま

た
顕
注
密
勘
拝
見
を
ゆ
る
さ
れ
（
慶
長
五
、
蕪
、
工
十
）
、
　
こ
う
し
た
点
に
公

象
と
し
て
の
誇
り
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
慶
長
四
年
に
は
勅
に
よ
り
名

所
和
歌
葉
を
撰
進
し
、
其
後
も
名
所
の
歌
に
つ
い
て
の
勅
問
に
答
弁
し
て
い
る

（
慶
長
五
、
正
、
十
八
）
。
　
一
方
、
流
行
の
連
歌
に
も
深
く
興
味
を
よ
せ
、
み

ず
か
ら
新
式
の
講
義
を
し
た
り
（
天
正
十
九
、
六
、
十
六
）
、
　
連
歌
師
畠
叱
の

宅
に
お
け
る
新
式
講
に
参
加
し
て
談
義
を
き
き
（
天
正
十
九
、
八
、
二
十
七
－

三
十
）
、
　
ノ
ー
ト
し
た
こ
と
を
丁
寧
に
満
書
し
、
不
審
は
昌
叱
に
問
い
糺
し
て

研
究
し
た
（
天
正
十
九
、
九
、
釜
一
六
）
。
　
ま
た
紹
巴
の
連
歌
至
宝
抄
を
研
究

し
不
審
の
点
が
あ
る
と
の
べ
て
い
る
が
、
す
で
に
同
書
は
慶
長
・
元
和
・
寛
永

の
頃
に
二
、
竺
種
の
出
版
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
調
本
に
よ
っ
た
も
の
か

と
思
わ
れ
る
（
寛
永
九
、
八
、
五
）
。
歌
論
書
で
は
井
蛙
抄
を
仙
洞
御
所
か
ら
借

用
し
て
自
分
の
所
蔵
本
と
校
合
し
た
が
、
仙
洞
本
は
脱
字
多
く
善
本
で
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

い
っ
て
い
る
（
寛
永
九
、
八
、
二
十
九
一
銀
十
）
。
　
自
分
で
歌
も
作
る
が
元
来

字
が
達
者
で
方
々
か
ら
短
珊
色
紙
の
揮
毫
を
依
頼
さ
れ
た
・
（
元
和
七
、
＋
一
、

十
一
）
。
　
禁
中
倭
漢
朗
詠
の
会
に
は
召
さ
れ
て
執
筆
役
に
参
上
し
（
天
正
十
九
、

四
、
十
六
等
）
、
　
豊
臣
秀
頼
よ
り
は
短
冊
十
枚
の
注
文
あ
り
（
優
長
八
、
五
、

エ
十
八
）
、
．
里
村
畠
琢
よ
り
も
頼
ま
れ
た
こ
と
が
あ
り
（
寛
永
六
、
十
、
二
十

六
）
、
　
さ
て
は
圏
幡
堂
の
鐘
つ
き
坊
主
の
注
文
を
ひ
ぎ
う
け
た
り
（
寛
永
穴
、

五
、
十
七
）
、
　
中
々
こ
れ
だ
け
で
も
忙
し
か
っ
た
。
短
冊
の
下
絵
は
絵
羅
久
五

郎
を
呼
ん
で
設
え
さ
せ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
（
慶
長
五
、
七
、
十
九
）
。

　
能
筆
の
た
め
禁
中
の
手
習
講
に
招
か
れ
（
断
つ
た
が
）
　
（
交
宜
二
、
三
、
二

十
六
）
、
門
紡
へ
教
え
に
赴
い
た
り
（
交
薄
野
、
八
、
十
七
）
、
皇
族
の
御
手
習

の
御
糧
手
を
つ
と
め
た
り
（
慶
長
八
、
閥
、
十
六
i
十
七
）
し
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
こ
う
し
て
和
歎
・
連
歌
を
通
じ
交
友
は
公
家
衆
以
外
に
も
広
く
及
び
、
細

川
幽
斎
・
前
田
玄
以
・
紹
巴
・
昌
叱
・
昌
琢
・
玄
仰
・
玄
仲
・
立
於
・
似
運

（
雲
）
・
能
礼
・
能
舞
・
遊
行
糸
入
他
阿
以
下
多
く
の
町
人
が
あ
っ
た
。
盤
国

社
頭
の
連
歌
会
（
慶
長
十
、
十
一
、
十
九
）
前
田
玄
以
追
善
（
慶
長
八
、
四
、

二
十
九
）
紹
巴
追
善
（
慶
長
七
、
十
一
、
十
一
一
）
北
野
聖
廟
七
百
年
万
句
会

（
慶
長
七
、
二
、
二
十
五
）
等
各
所
で
催
さ
れ
る
会
合
に
は
公
家
・
武
家
・
僧

侶
・
神
宮
・
町
入
等
の
接
触
の
機
会
が
頗
る
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
般
文
学
に
つ
い
て
は
、
源
馬
物
語
に
最
も
関
心
が
集
中
さ
れ
た
。
五
十
四

帖
の
う
ち
、
帖
の
名
前
が
み
え
る
の
は
三
十
三
帖
だ
が
、
む
ろ
ん
全
部
読
ん
だ

も
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
連
歌
認
諾
の
影
響
を
う
け
て
源
氏
の
需
要
高
ま
り
、
慶

長
年
間
す
で
に
青
表
紙
系
統
本
の
閤
版
が
行
わ
れ
た
が
、
ま
た
あ
ち
こ
ち
よ
り

借
用
し
て
熱
心
に
書
写
し
、
七
十
七
、
八
歳
の
高
齢
で
も
せ
っ
せ
と
筆
を
走
ら

せ
て
い
た
（
寛
永
六
、
四
、
十
二
i
十
三
）
。
人
に
頼
ま
れ
て
の
必
要
と
、
一

方
で
は
河
内
本
の
存
在
を
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
異
本
の
書
写
の
た
め
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
石
山
寺
へ
参
詣
し
て
は
源
氏
の
間
を
よ
く
歯
学
し
て

い
る
（
慶
長
八
、
三
、
十
七
）
。
　
慶
長
七
年
九
月
よ
り
近
衛
家
で
は
源
氏
の
講
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嚢
が
始
め
ら
れ
た
。
時
慶
始
め
小
寺
如
水
・
神
光
院
・
松
梅
院
・
妙
蔵
院
・
曲

薩
瀬
正
聡
等
の
顔
ぶ
れ
で
、
始
め
の
填
は
昌
叱
が
読
み
役
に
な
っ
て
い
た
。
恰

も
近
衛
家
に
は
西
行
・
後
京
極
摂
政
・
伏
見
二
等
の
書
か
れ
た
右
写
本
が
あ
っ

て
拝
見
し
た
（
慶
長
七
、
九
、
十
五
）
。
　
源
氏
講
釈
は
禁
中
で
も
あ
っ
て
子
息
、

時
擁
は
よ
く
出
撃
し
て
い
た
。
こ
れ
と
併
行
し
て
何
時
頃
か
ら
出
来
た
の
か
源

氏
絵
が
流
行
し
た
。
経
師
に
た
の
ん
で
表
紙
を
つ
け
た
り
裏
打
ち
を
さ
せ
た
り

し
て
い
る
（
寛
永
五
、
八
、
十
－
十
六
・
寛
永
六
、
四
、
六
等
）
が
、
こ
れ
は

絵
巻
物
で
な
く
物
語
中
の
一
つ
の
情
景
を
題
材
と
し
て
画
い
た
一
枚
一
枚
ば
ら

ば
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
詞
書
を
竹
内
門
跡
・
西
園
寺
・
園
・
日

野
・
持
明
院
な
ど
の
公
家
に
依
頼
し
た
り
（
寛
永
五
、
十
二
、
五
・
寛
永
六
、
四
、

八
一
九
等
）
、
人
か
ら
の
希
望
で
詞
書
の
揮
竈
を
し
た
り
し
て
い
る
（
寛
永
六
、

三
、
十
七
）
。
　
ま
た
小
瀬
寄
算
（
道
喜
）
が
時
勢
に
み
せ
た
詞
書
に
は
、
後
奈

良
院
や
竹
内
門
跡
の
古
．
い
歴
代
の
筆
跳
が
あ
っ
た
と
い
う
（
元
和
七
、
八
、
二

十
二
）
。
　
甫
臓
は
豊
臣
秀
次
の
侍
医
で
多
数
の
書
籍
を
印
刷
刊
行
し
た
こ
と
で

し
ら
れ
て
い
る
が
、
時
慶
と
親
し
か
っ
た
。
そ
の
他
の
作
品
で
は
伊
勢
物
語
に

藤
原
為
事
の
溜
筆
の
も
の
が
あ
っ
て
こ
れ
を
し
き
写
し
た
り
（
寛
永
六
、
四
、

二
十
八
）
、
　
豊
年
か
ら
為
氏
の
古
筆
切
を
も
ら
っ
た
り
（
寛
永
六
、
五
、
六
）

し
て
い
る
が
、
他
に
も
伊
勢
物
語
の
古
写
本
が
あ
っ
て
筆
蹟
の
鑑
定
を
求
め
ら

れ
て
い
る
（
寛
永
六
、
七
、
十
九
）
。
　
寝
な
が
ら
読
む
も
の
に
は
曾
我
物
語

（
慶
長
十
、
二
、
十
五
一
十
七
）
や
お
伽
草
紙
の
類
が
あ
り
、
上
に
は
掲
げ
な

か
っ
た
草
紙
で
「
丹
波
医
カ
ヲ
ウ
ノ
物
語
」
（
慶
長
十
、
三
、
七
）
と
い
う
よ

う
な
書
名
も
み
え
て
い
る
。
禁
中
で
も
双
紙
読
み
は
盛
ん
で
あ
り
、
降
慶
自
身

筆
写
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
し
た
（
文
禄
二
、
十
一
、
六
）
。

　
そ
れ
よ
り
も
興
味
の
あ
る
の
は
平
家
物
語
で
、
座
頭
を
呼
ん
で
琵
琶
を
ぎ
い

た
り
（
慶
長
十
五
、
四
、
二
十
三
）
、
　
往
生
院
の
比
丘
尼
を
招
い
て
妓
王
妓
女

の
物
語
を
読
ま
せ
た
り
（
天
正
十
九
、
二
、
二
十
六
）
、
み
ず
か
ら
も
繰
返
え
し

読
ん
だ
が
、
当
蒔
こ
の
社
会
に
は
「
ソ
バ
読
」
　
（
天
蕉
十
九
、
閏
正
、
一
）
な

る
も
の
が
い
て
面
白
く
聴
か
ぜ
た
ら
し
い
。
女
の
時
子
に
は
お
伽
衆
が
い
て
時

慶
は
こ
れ
に
い
ろ
い
ろ
気
を
遣
い
贈
り
物
を
し
て
い
る
（
慶
長
十
八
、
正
、
十

三
．
寛
永
十
六
、
三
、
十
三
）
の
も
同
様
の
職
業
者
と
思
わ
れ
、
彼
等
は
大
名

な
ど
有
力
武
士
階
級
の
み
な
ら
ず
公
家
社
会
に
も
盛
ん
に
進
出
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
平
家
物
語
に
は
別
に
物
語
絵
が
あ
り
、
禁
中
で
は
そ
の
詞
を
公
家
衆
寄

合
っ
て
二
字
し
て
い
る
（
寛
永
五
、
二
、
十
二
・
同
年
、
十
一
、
七
）
。
　
考
古

癒
譜
（
隠
事
）
に
よ
る
と
、
絵
は
土
佐
光
僑
筆
、
詞
害
は
杉
原
伯
脅
守
、
全
八

巻
よ
り
成
る
が
、
近
時
梅
津
次
郎
氏
（
冊
美
術
史
』
三
十
五
帯
所
収
「
伝
光
信

筆
平
家
物
語
絵
巻
」
）
は
小
笠
原
千
代
子
氏
所
蔵
の
絵
巻
が
そ
の
一
郵
に
あ
た

る
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
白
描
の
小
巻
な
が
ら
詞
書
を
よ
み
っ
つ
鑑
賞
す
る
の
に

手
頃
な
絵
で
あ
っ
て
当
時
数
多
く
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
時
慶
に
は
源
氏

絵
程
の
魅
力
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
そ
の
他
の
書
籍
と
し
て
は
彼
が
神
嘗
で
あ
る
た
め
神
道
に
関
心
が
深
く
、
臼
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遣．数初頭における都南貴族の｛髭活（村1、tl）

本
書
紀
こ
と
に
神
代
紀
に
親
し
み
、
中
里
祓
や
神
代
瓶
華
を
研
究
し
神
耀
院
梵

舜
に
つ
い
て
そ
の
指
導
を
う
け
、
妙
法
要
集
に
よ
っ
て
十
八
神
道
の
作
法
を
擾

け
ら
れ
て
い
る
。
な
お
慶
長
十
五
年
四
月
十
日
に
要
法
寺
の
（
世
雄
坊
）
円
智

が
臼
本
書
紀
二
十
八
巻
を
持
参
し
、
－
あ
と
よ
り
神
代
巻
も
煽
げ
て
い
る
の
は
あ

る
い
は
刊
本
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
蓋
し
円
智
は
種
々
の
開
版
事
業
に
従

事
し
た
学
僧
で
活
版
に
は
興
味
を
よ
せ
た
入
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
も

よ
く
わ
か
ら
ぬ
書
名
に
「
擬
石
燈
妙
論
」
が
あ
る
。
お
気
付
の
方
は
お
教
え
頂

き
た
い
。

　
転
じ
て
漢
籍
関
係
を
み
る
と
、
こ
の
方
も
か
な
り
執
心
が
あ
っ
て
当
時
禁
中

や
公
察
の
間
で
論
語
（
文
禄
二
、
二
、
二
十
一
）
荘
子
（
慶
長
九
、
六
、
十
四
）

蒙
求
（
寛
永
十
六
、
五
、
二
十
七
・
同
年
、
六
、
三
一
閥
）
孟
子
（
寛
永
六
、
七
、

二
十
七
）
大
学
（
寛
永
九
、
六
、
十
六
）
老
子
．
（
寛
永
九
、
八
、
十
二
一
三
十
、

同
，
年
九
、
九
）
等
盛
ん
に
講
釈
が
行
わ
れ
努
め
て
出
席
し
た
。
文
禄
二
年
・
、
勅

を
う
け
古
文
孝
経
の
開
版
を
行
っ
た
の
は
有
名
で
、
文
禄
・
慶
長
の
役
に
朝
鮮

か
ら
将
来
の
銅
の
活
宇
一
式
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
御
湯
殿
上
の
闘
で

植
版
に
従
い
十
一
月
十
六
日
印
行
終
り
十
二
月
八
日
に
本
を
拝
領
し
て
い
る
。

つ
い
で
慶
長
八
年
四
月
一
月
に
は
白
蘭
文
集
上
陽
人
長
恨
歌
等
の
部
が
刊
行
せ

ら
れ
、
　
兀
和
七
年
九
月
に
は
皇
朝
類
苑
十
五
冊
の
鋼
活
字
に
よ
る
勅
版
印
燗
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
（
元
和
七
、
九
、
二
十
）
。
　
当
時

林
内
山
は
㎝
、
野
槌
扁
を
あ
ら
わ
し
て
古
典
に
対
す
る
儒
教
奪
還
理
的
解
釈
を
試

み
た
が
、
時
慶
は
寛
永
六
年
始
め
て
こ
れ
を
見
、
関
心
を
ひ
い
た
ら
し
く
同
年

閏
二
月
末
ま
で
約
三
ヵ
月
か
か
つ
て
借
覧
抜
書
し
て
い
る
。

　
医
書
に
つ
い
て
は
当
時
曲
直
瀬
玄
朔
が
鐵
て
盛
ん
に
著
述
を
行
い
医
学
は
古

し
い
進
歩
を
と
げ
つ
つ
あ
る
時
期
で
、
時
慶
も
そ
う
し
た
新
し
い
知
識
を
と
り

入
れ
る
た
め
玄
朔
に
緬
糊
し
て
い
た
。
と
く
に
役
立
つ
た
の
は
医
方
明
鑑
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
僧
注
し
て
金
部
筆
写
し
て
い
る
（
慶
長
十
置
、
四
、
十
七
）
が
、

元
和
九
年
巻
こ
の
書
物
は
判
行
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
延
寿
撮
要
・
医
学
源
流
・

運
気
論
等
も
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
彼
も
入
手
し
た
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
。

薬
種
に
つ
い
て
も
明
の
万
暦
年
中
に
田
来
た
本
草
綱
目
を
利
用
し
て
お
り
（
寛

永
九
、
六
、
十
五
）
、
　
最
新
の
知
識
を
活
用
し
た
点
、
か
の
山
科
言
継
の
頃
と

比
べ
る
と
非
常
な
へ
だ
た
り
が
あ
る
。

　
以
上
が
蒔
慶
の
読
磐
の
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
雲
の
堪
能
で
あ
る
こ
と
か
ら

借
用
磐
写
の
書
物
は
相
当
の
量
に
上
り
、
需
架
に
は
そ
れ
ら
が
大
切
に
整
理
保

存
さ
れ
て
い
た
。
慶
長
五
年
七
月
、
七
瀬
が
伏
見
城
を
攻
め
砲
声
が
京
都
市
中

に
も
き
こ
え
た
頃
は
い
ち
畢
く
書
物
の
避
難
を
始
め
た
程
で
、
あ
と
元
通
り
書

架
へ
収
め
る
の
に
一
カ
月
か
か
っ
た
と
こ
ぼ
し
て
い
た
。
禁
中
の
書
籍
の
整
理

に
も
屡
々
召
さ
れ
て
お
り
、
書
誌
的
道
議
は
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

四

こ
こ
で
彼
の
医
若
と
し
て
の
生
酒
を
も
う
少
し
く
眺
め
て
み
ょ
う
。
上
述
の
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よ
う
に
玄
朔
（
二
代
目
道
三
）
に
師
事
し
医
学
の
講
義
を
き
き
（
慶
長
八
、
十

二
、
一
）
、
　
自
分
や
家
族
の
病
気
に
は
彼
の
診
察
を
う
け
た
（
慶
長
五
、
圧
、

八
一
十
・
同
七
年
、
六
、
十
二
・
瞬
七
年
十
、
九
・
周
九
年
、
十
一
、
二
十
四
等
）
。

時
に
は
彼
と
と
も
に
自
邸
で
酒
宴
を
張
り
、
玄
朔
は
謡
を
試
み
、
こ
の
方
は
時

慶
が
師
匠
格
で
あ
っ
た
（
慶
長
五
、
二
、
二
十
三
）
。
　
時
慶
は
か
な
り
の
酒
豪

で
自
身
屡
々
二
闘
酔
や
下
痢
で
脳
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
。
往
診
・
投
薬
の
範

囲
は
広
く
、
御
所
（
慶
長
九
、
五
、
二
十
六
一
七
）
公
家
衆
は
も
と
よ
り
、
僧

侶
・
武
士
・
町
人
に
及
ぶ
が
、
投
薬
で
芝
煮
さ
れ
る
の
は
癒
の
よ
う
な
腫
物
と

梅
毒
（
横
根
）
・
淋
病
等
性
病
が
多
い
こ
と
で
、
後
春
は
子
息
時
論
始
め
公
家

衆
・
僧
侶
・
武
士
や
町
人
（
元
和
七
、
九
、
十
等
）
を
含
み
、
当
時
の
社
会
に

急
速
に
広
が
り
つ
つ
あ
っ
た
事
情
を
察
知
す
る
。
こ
れ
は
華
か
な
安
土
桃
同
期

の
裏
面
を
物
語
る
有
力
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
診
察
投
薬
の
謝
礼
は
酒
樽

始
め
多
く
品
物
と
し
て
受
け
て
い
た
。

　
玄
朔
の
ほ
か
外
科
医
道
春
（
元
和
七
、
七
、
九
）
や
道
察
法
橋
（
寛
永
五
、

二
、
十
一
）
益
運
斜
道
億
（
寛
永
九
、
四
、
十
三
）
網
庵
（
寛
永
六
、
二
、
十
）

会
津
の
清
庵
と
い
う
若
い
医
考
（
寛
永
十
五
、
四
、
八
）
玄
馬
（
寛
永
五
、
九
、

九
）
、
　
さ
て
は
唐
人
の
医
官
（
元
和
七
、
九
、
十
五
）
御
幸
町
の
馬
医
（
慶
畏

七
、
五
、
六
）
な
ど
医
者
に
は
知
己
多
く
、
薬
種
は
因
幡
と
い
う
薬
屋
の
ほ
か
、

下
町
の
薬
屋
某
（
元
和
七
、
七
、
十
㈱
）
な
ど
二
、
三
あ
り
、
堺
か
ら
は
沈
香
を

売
り
に
く
る
商
議
新
右
衛
門
が
あ
っ
た
（
慶
長
五
、
正
、
二
十
・
元
和
七
、
七
、

九
等
）
。
　
こ
の
ほ
か
落
零
に
多
く
の
薬
草
を
殖
え
栽
培
し
て
い
た
。
元
来
草
花

好
き
で
様
々
の
植
物
を
集
め
て
い
た
が
、
臼
記
に
散
見
す
る
も
の
を
ざ
っ
と
拾

い
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
六
十
余
種
に
上
り
、
実
際
は
も
っ
と
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ポ

　
松
杉
樫
梅
（
鶯
宿
梅
）
桃
椿
（
白
椿
）
柿
桜
梨
楊
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
磐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
け

　
久
年
母
（
橘
）
　
蜜
耕
　
柚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
柑
　
郷
㎜
闘
（
紅
及
び
白
）
　
木
瓜
　
木
蓮

　
ぷ
　
　
　
ざ
く
ろ
　
は
な
う
ど

　
山
椒
　
石
榴
　
白
韮
　
漆
　
南
天
　
藤
（
白
及
び
紫
）
　
葡
萄
　
孟
宗
竹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
蘇
鉄
　
芭
蕉
　
葵
（
白
）
　
筍
薬
（
紅
及
び
白
）
　
牡
丹
　
山
吹
　
芙
蓉
（
白
）

　
寧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諮
き

　
薄
苛
　
白
玉
草
　
龍
胆
　
紫
蘭
　
蘭
　
石
竹
　
撫
子
　
欺
冬
　
白
萩
　
百
合

　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
く
げ
　
　
　
　
　
　
　
あ

　
薙
　
菊
　
夏
菊
　
爾
蛮
菊
　
桜
草
　
香
需
（
石
藤
藥
）
　
雨
蓋
（
白
）
　
紫

　
ぢ
さ
い
　
め
は
じ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
い

　
陽
花
　
益
母
草
　
鉄
線
花
（
白
）
　
腿
麦
　
金
銭
草
　
鳳
壷
草
．
鞭
根
　
水

　
仙
　
赤
蒲
公
草
　
桔
梗
（
白
）
　
鳳
線
花
　
仙
翁
花
　
虚
血
花
　
鶏
冠
花

　
　
　
　
　
　
　
回
す
う
り

　
茄
子
　
紫
蘇
　
抵
楼
根

＊
印
を
つ
け
た
の
は
薬
用
の
も
の
で
、
と
く
に
蒋
薬
の
栽
培
に
は
力
を
い
れ
、

他
所
に
よ
い
置
薬
が
あ
る
と
き
い
て
は
見
に
ゆ
き
茄
の
交
換
を
し
た
り
し
て
い

る
。
下
京
の
大
黒
屋
本
島
与
七
や
岩
麗
三
郎
な
る
町
人
の
庭
に
は
よ
い
筍
薬
が

あ
っ
た
ら
し
く
（
慶
長
十
、
四
、
七
）
、
　
久
太
郎
と
い
う
花
作
り
の
と
こ
ろ
に

も
鳶
薬
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
（
慶
長
十
、
五
、
二
十
　
）
。
　
二
月
も
半
ば
を
過

ぎ
る
と
庭
の
藤
が
満
閤
に
な
る
の
で
考
方
よ
り
見
物
春
が
つ
め
か
け
た
。
公
家

衆
、
連
歌
の
友
人
、
医
春
の
友
人
達
を
招
待
し
た
こ
と
も
あ
り
（
慶
長
五
、
二
、
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十
八
）
、
　
堺
の
町
衆
（
岡
上
）
や
京
都
の
町
人
連
（
慶
長
十
五
、
四
、
六
）
が

見
物
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
筒
上
）
。
　
待
薬
に
は
「
酒
天
童
子
」
　
（
慶
長
十
八
、

九
、
穴
）
、
　
牡
丹
に
は
門
酔
揚
妃
」
と
い
う
品
種
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

　
転
じ
て
宗
教
家
と
し
て
の
生
活
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
み
よ
う
。
神
道
を
梵

舜
に
う
け
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
、
北
野
社
及
び
豊
国
社
は
毎
月
参
拝
し
、
家

で
も
天
神
の
画
像
を
か
け
（
慶
長
九
、
十
一
、
二
十
五
）
礼
拝
し
て
い
た
。
神

官
で
あ
る
平
野
社
の
た
め
に
は
広
く
奉
加
を
勧
請
し
、
公
家
の
み
な
ら
ず
武
家

要
人
か
ら
も
受
け
た
が
、
こ
れ
は
社
殿
の
修
築
等
に
あ
て
た
よ
う
で
あ
る
。
神

墓
祓
を
豊
匿
秀
頼
・
毛
利
逆
元
・
前
田
玄
以
へ
贈
っ
て
い
る
の
は
奉
加
の
礼
の

意
味
で
あ
ろ
う
（
慶
長
五
、
八
、
十
｝
）
。
あ
る
と
き
は
み
ず
か
ら
護
符
を
水

で
飲
み
下
し
て
い
る
が
、
護
符
の
申
込
み
は
方
々
よ
り
あ
っ
た
ら
し
い
（
寛
永

五
、
七
、
十
一
）
。
彼
晶
帯
も
愛
宕
肉
や
多
賀
神
社
（
慶
長
九
、
九
、
二
十
五
）

大
峯
（
慶
長
九
、
十
、
＋
八
）
等
の
護
符
を
う
け
て
い
る
。
仏
教
信
仰
も
厚
か

っ
た
が
、
別
に
特
定
の
本
尊
を
信
ず
る
わ
け
で
は
な
く
、
光
明
真
言
も
唱
え
れ

ば
融
通
念
仏
も
論
し
（
慶
長
七
、
五
、
十
六
・
同
九
年
、
九
、
十
六
）
、
　
法
華

寿
量
贔
も
書
写
す
れ
ば
（
文
禄
二
、
二
、
十
九
・
慶
長
七
、
四
、
二
十
六
）
、

日
蓮
宗
の
円
球
か
ら
は
法
華
・
十
是
如
の
義
の
教
え
を
う
け
（
慶
長
七
、
四
、
十

七
）
、
　
遊
行
上
人
か
ら
十
念
を
さ
っ
か
る
（
慶
長
八
、
欄
、
五
）
こ
と
も
あ
っ

た
。
　
兀
三
（
慈
恵
）
大
師
像
の
版
木
を
摺
っ
て
は
っ
て
お
く
こ
と
は
降
魔
約
利

益
が
あ
る
と
し
て
中
世
畏
間
に
も
広
く
行
わ
れ
た
俗
信
で
あ
る
が
、
多
数
を
摺

る
程
利
益
が
大
き
い
と
信
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
時
点
も
毎
日
こ
れ
を
行
い
、

時
に
は
歌
聖
か
た
め
て
摺
っ
て
い
た
。
蓋
し
版
木
の
流
行
に
よ
り
、
護
符
は
近

世
に
入
る
に
従
い
社
寺
の
経
済
的
理
由
も
あ
っ
て
益
々
盛
ん
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
時
代
の
影
響
で
大
黒
天
像
を
つ
く
ら
せ
（
寛
永
十
四
、
九
、
十
九
・

同
年
十
一
、
二
十
四
…
二
十
六
）
、
　
大
黒
祭
を
い
と
な
ん
で
い
る
し
（
纒
長
八
、

十
、
十
二
等
）
、
　
禰
禄
寿
星
の
図
像
を
か
け
て
ま
つ
る
こ
と
も
し
て
い
る
（
寛

永
十
四
、
正
、
二
十
九
）
。
　
あ
る
い
は
十
一
面
観
音
を
康
音
と
い
う
仏
師
に
つ

く
ら
せ
（
寛
永
九
、
四
、
十
三
）
、
厨
子
も
銚
え
（
寛
永
九
、
四
、
二
十
七
）
、

そ
の
金
物
は
餅
屋
甚
太
郎
を
よ
ん
で
打
た
せ
た
（
寛
永
九
、
五
、
二
十
五
）
。

　
以
上
の
様
々
な
僑
仰
は
最
早
公
家
武
家
等
上
層
階
級
の
特
権
的
な
も
の
で
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
思
想
的
潮
流
の
中
心
は
町
衆
や
富
裕
農
罠
暦
に
う
つ
っ
た
感

が
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
宗
教
が
興
味
あ
る
の
は
護
符
の
類
に
よ
る
生
活
の
安

穏
、
と
く
に
利
殖
の
幸
運
に
対
す
る
呪
術
的
効
能
と
宗
教
自
身
が
も
つ
古
代
的

権
威
の
名
残
り
が
広
く
就
学
酌
交
渉
の
上
に
有
利
に
利
用
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ

っ
た
。
時
慶
の
宗
教
生
活
に
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
所
詮
は
そ
う
し
た
時
代
の
動

き
を
反
映
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
而
も
彼
に
は
そ
の
古
代
的
権
威
が
医
考
と
し

て
の
権
威
を
そ
え
る
断
以
と
も
な
る
の
で
、
新
し
い
医
学
は
玄
朔
か
ら
学
ん
で

科
学
性
を
加
え
た
と
い
っ
て
も
な
お
且
兇
術
約
意
識
は
払
拭
出
来
ぬ
も
の
で
あ

っ
た
。
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五

　
こ
う
し
て
宗
教
は
一
般
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
卑
俗
化
し
、
多
く
の
教
団
や

魯
種
の
宗
教
的
組
織
は
真
の
宗
教
的
精
神
に
よ
っ
て
世
俗
と
結
ば
れ
る
よ
り
は

新
た
な
封
建
権
力
の
支
配
機
構
の
一
翼
と
な
っ
て
（
そ
れ
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
圧

が
よ
い
口
実
と
な
っ
た
が
）
形
骸
化
し
た
が
、
一
部
の
社
寺
霊
場
は
そ
の
宗
教

行
事
を
芸
能
的
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
庶
斑
社
会
の
重
要
な
リ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
場
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
も
当
時
す
で
に
宗
教
と
芸
能
の
結
び
つ
き

は
宗
教
権
威
の
凋
落
に
つ
れ
て
弱
体
化
し
、
一
壷
民
衆
に
と
っ
て
は
芸
能
観
賞

の
場
所
と
し
て
の
み
歓
寺
の
存
在
が
必
要
だ
つ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
盆
躍
の
如
き
は
治
安
が
確
立
す
る
に
伴
い
益
々
盛
大
と
な
り
、
こ
と
に
京
都

で
は
各
地
大
名
の
出
入
に
伴
っ
て
豪
輩
絢
燗
の
趣
味
が
町
を
風
靡
し
、
必
ず
し

も
社
寺
と
は
限
ら
ず
至
る
と
こ
ろ
で
衛
斑
達
の
躍
や
各
種
の
芸
能
が
く
り
ひ
ろ

げ
ら
れ
た
。
時
膨
み
つ
か
ら
は
そ
の
渦
中
に
投
じ
な
く
て
も
、
都
市
の
歓
楽
的

気
分
の
旺
濾
は
一
つ
に
は
封
建
的
束
縛
の
加
重
に
貸
す
る
反
抗
的
気
持
も
あ
っ

て
公
家
衆
・
町
衆
を
等
し
く
興
奮
の
世
界
に
引
き
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
文
禄

一一

N
十
月
五
田
に
は
禁
中
で
盛
大
な
能
が
行
わ
れ
、
時
慶
は
御
膳
方
の
奉
行
を

命
ぜ
ら
れ
た
が
、
秀
音
・
家
康
・
織
田
秀
揺
等
手
猿
楽
を
演
じ
、
こ
と
に
秀
吉

の
能
は
一
番
毎
に
公
家
伝
奏
が
ほ
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
禄
物
は
三
百
貫
積

ま
れ
、
泌
者
は
す
べ
て
こ
れ
を
分
ち
賜
っ
た
と
い
う
（
爵
禄
二
、
十
、
五
及
び
駒

井
臼
記
）
。
　
つ
い
で
十
一
日
に
も
同
様
秀
宕
以
下
演
ぜ
ら
れ
、
こ
の
日
の
観
衆

は
殆
ん
ど
が
女
房
衆
で
あ
っ
た
（
交
禄
二
、
十
、
十
）
。
　
さ
ら
に
十
七
日
前
田

玄
以
は
鍋
釜
に
能
を
催
し
、
秀
吉
や
公
家
衆
は
見
物
に
赴
き
、
十
二
月
三
日
に

も
隅
様
催
さ
れ
公
家
衆
が
観
賞
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
は
紹
巴
・
昌
叱
・
玄
働

等
連
歌
師
も
交
っ
て
い
た
（
文
禄
二
、
十
二
、
三
）
。
　
同
じ
月
五
日
は
近
衛
家

で
能
が
あ
っ
た
（
文
禄
二
、
十
二
、
五
）
。
　
こ
の
よ
う
に
秀
吉
・
家
康
ら
の
能

愛
好
は
公
家
社
会
、
ひ
い
て
京
都
市
民
に
も
そ
の
流
行
を
ご
摺
盛
ん
な
ら
し
め

る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
素
人
の
狂
需
や
謡
も
大
は
や
り
で
、
時
慶

が
夜
更
て
隣
に
謡
の
声
を
き
く
の
は
（
文
禄
二
、
十
一
、
十
九
）
練
習
熱
の
盛

ん
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
時
慶
も
謡
は
堪
能
と
み
え
、
会
合
の
余
興
に

は
腰
々
一
席
演
じ
て
お
り
、
息
子
の
謡
の
師
匠
と
し
て
大
和
宗
恕
な
る
も
の
を

呼
ん
で
い
た
。

　
禁
中
で
は
能
の
ほ
か
操
も
よ
く
催
さ
れ
、
嘉
節
に
は
盆
跳
（
躍
）
・
カ
ブ
キ
跳
・

ヤ
・
コ
跳
な
ど
町
の
行
事
が
も
ち
こ
ま
れ
た
。
慶
長
五
年
六
月
に
は
出
雲
の
女

楽
が
御
所
に
推
参
し
て
「
ヤ
・
子
跳
」
を
夜
更
ま
で
お
日
に
か
け
て
お
り
（
慶

長
五
、
六
、
二
十
九
）
、
　
七
月
一
夕
に
は
近
衛
邸
で
演
じ
た
が
、
こ
れ
は
勇
女

十
数
人
よ
り
な
る
躍
の
～
座
で
あ
っ
た
。
好
評
で
あ
っ
た
の
か
八
月
一
日
に
も

ま
た
近
衛
邸
に
招
か
れ
た
。
慶
喪
八
年
五
月
に
は
女
院
御
所
で
ヤ
・
コ
羅
あ
り
、

娼
雲
の
一
座
が
招
か
れ
時
慶
も
阿
野
と
出
か
け
た
が
、
貴
膿
群
集
し
て
非
常
な

雑
踏
で
あ
っ
た
（
慶
長
八
、
五
、
六
）
。
　
六
月
に
は
公
挙
挙
の
閥
で
躍
が
企
て
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ら
れ
、
時
慶
の
子
息
も
金
銀
の
衣
装
を
凝
ら
し
出
場
の
準
備
で
大
童
に
な
っ
て

い
た
（
慶
長
八
、
六
、
二
十
六
）
。
　
九
月
に
は
五
歳
の
義
子
の
「
カ
ブ
キ
跳
」

が
あ
っ
て
人
々
の
注
目
を
あ
び
た
が
（
慶
長
八
、
九
、
十
七
）
、
　
翌
年
に
は
さ

ら
に
度
々
演
ぜ
ら
れ
獅
子
舞
な
ど
も
行
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
慶
長
九
、
三
、
二

十
四
）
。
　
慶
長
九
年
七
月
に
は
女
院
御
駈
へ
永
仁
町
か
ら
躍
の
一
団
が
参
っ
た

の
で
阿
野
と
時
慶
の
二
人
が
招
か
れ
て
兇
物
し
た
。
　
「
金
銀
ヲ
尽
タ
ル
出
立
熱

中
躍
五
十
人
妻
戸
持
百
計
銀
ノ
笠
棟
也
」
と
い
う
賑
さ
で
夜
は
勧
修
寺
に
も
躍

あ
り
と
知
ら
さ
れ
た
が
、
す
っ
か
り
疲
れ
て
行
く
元
気
も
な
か
っ
た
（
慶
長
九
、

七
、
二
十
三
）
。
　
一
方
豊
国
社
の
臨
時
祭
に
は
寒
中
挙
げ
て
お
祭
り
気
分
に
ひ

、
た
っ
た
。
公
家
衆
全
部
見
物
す
る
よ
う
お
触
れ
が
あ
り
（
慶
長
九
、
八
、
十
三
）
、

時
慶
は
妙
法
院
門
跡
の
欄
敷
で
見
物
し
た
。
始
め
田
楽
、
つ
い
で
能
あ
り
、
金

春
・
観
世
・
金
剛
等
の
臨
演
で
、
の
ち
醤
院
で
酒
宴
・
躍
が
あ
っ
た
（
慶
長
九
、

八
、
十
四
）
。
　
こ
の
間
町
で
は
躍
の
行
列
が
練
り
歩
き
、
小
川
組
・
西
陣
・
上

立
　
覚
・
台
町
・
中
筋
紐
・
六
十
町
並
上
京
の
連
中
で
禁
中
へ
推
参
お
臼
に
か
け
、

夜
に
入
っ
て
は
下
京
の
連
中
が
お
し
か
け
た
。
公
家
衆
は
澄
涼
殿
に
集
っ
て
見

物
、
酒
∴
綜
の
馳
走
が
ポ
め
っ
た
（
同
年
、
八
、
十
五
）
。
　
遠
く
は
松
崎
あ
た
り

か
ら
も
躍
の
一
．
隊
が
女
院
御
所
・
禁
中
を
ね
り
歩
く
こ
と
が
あ
っ
た
（
元
和
七
、

七
、
二
十
四
）
。
　
禁
中
で
は
唐
人
を
召
し
よ
せ
花
火
を
実
演
せ
し
め
ら
れ
、
時

慶
は
「
奇
妙
」
と
感
歎
し
た
（
元
和
七
、
七
、
二
十
三
）
が
、
近
衛
家
で
も
磨

人
．
参
上
し
て
お
翔
に
か
け
た
（
元
和
七
、
七
、
二
十
八
）
。
　
界
面
の
邸
は
寺
町

に
近
く
、
丸
太
町
よ
り
北
に
あ
っ
た
が
、
御
霊
社
の
御
旅
断
が
近
か
っ
た
の
か
、

「
御
霊
ノ
御
旅
所
二
勧
進
能
ア
リ
謡
聞
」
　
（
慶
長
十
、
二
、
二
）
　
「
御
霊
御
旅
｝

所
一
一
女
楽
在
之
跳
音
聞
」
　
（
慶
長
十
、
三
、
三
）
な
ど
と
の
べ
て
い
て
、
蒔
に

は
子
息
等
と
つ
れ
立
っ
て
見
に
ゆ
く
こ
と
も
あ
り
（
慶
炎
七
、
二
、
十
）
、
　
町

衆
の
申
に
交
っ
て
冤
物
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
盆
に
恒
例
の
灯
擁
献
上
は
絵
屋

の
喜
介
を
よ
ん
で
彩
色
や
絵
を
か
か
せ
た
（
園
長
九
、
七
、
七
－
十
一
）
が
、

寛
永
九
年
の
頃
は
、
禁
中
の
灯
総
見
物
に
巡
礼
が
沢
山
群
集
し
た
と
い
う
（
寛

永
九
、
七
、
十
五
）
。
　
夏
節
の
お
祭
り
気
分
は
徳
島
政
権
が
安
定
す
る
よ
う
に

な
っ
て
も
こ
の
よ
う
に
盛
大
さ
を
加
え
、
公
家
衆
は
挙
げ
て
晦
の
人
々
と
歓
を

尽
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
こ
う
い
う
機
会
こ
そ
は
公
家
が
町
衆
始
め
一
般
庶
畏

達
と
交
渉
を
深
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。

山A

　
以
下
時
慶
と
交
渉
の
あ
っ
た
人
々
を
通
し
て
彼
の
生
活
環
境
を
考
え
て
み
よ

、
）
。

　
連
歌
・
医
学
な
い
し
趣
味
教
養
を
通
じ
て
の
交
友
は
ほ
ぼ
上
に
の
べ
た
如
く

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
交
友
に
は
余
り
身
分
の
高
く
な
い
人
々
が
多
か
っ
た
。

こ
と
に
連
歌
よ
り
俳
詣
へ
の
新
し
い
動
向
が
卑
賎
の
連
歌
師
達
の
力
に
ま
つ
こ

と
大
き
か
っ
た
当
時
、
こ
れ
は
避
け
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
医
学
に
あ
っ
て

も
二
朱
学
派
に
よ
る
新
し
い
治
療
は
幼
稚
な
公
家
の
衛
生
知
識
を
啓
蒙
せ
ず
に
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お
か
な
か
っ
た
（
尤
も
公
家
の
医
術
ぱ
ど
こ
ま
で
も
蒙
計
の
た
め
で
あ
っ
て
、

あ
く
ま
で
こ
れ
を
科
学
的
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
欲
に
は
乏
し
か
っ
た
）
。

か
く
て
古
代
的
権
威
は
新
時
代
の
潮
流
の
前
に
門
戸
を
開
か
ざ
る
を
え
ず
、
そ

れ
に
よ
っ
て
草
花
の
趣
味
、
文
学
的
有
職
的
教
養
な
ど
公
家
が
独
占
酌
に
た
の

し
み
う
る
も
の
と
思
わ
れ
た
分
野
の
知
識
も
庶
民
祉
会
の
交
友
に
定
心
照
放
せ

ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
交
友
は
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
彼
が
自
邸
の

茶
会
に
招
い
た
知
己
に
は
後
藤
徳
楽
・
蒔
絵
屋
寒
真
・
大
文
字
量
宗
陳
・
小
袖

屋
宗
是
・
針
屋
宗
春
等
が
あ
り
（
元
和
七
、
十
二
、
九
）
、
　
こ
れ
ら
の
人
々
は

何
れ
も
始
め
は
商
人
と
し
て
交
渉
の
あ
っ
た
も
の
が
多
い
が
、
互
い
に
数
奇
の

道
を
通
じ
て
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
井
倉
六
衛
門
は
よ
く
日
記
に
出

て
く
る
人
物
で
金
融
業
者
ら
し
く
、
小
魚
量
某
は
斜
影
の
墨
蹟
拝
借
を
申
撚
る

程
の
教
養
入
で
あ
り
、
家
の
召
仕
に
招
い
た
鶴
と
い
う
娘
は
父
を
淀
屋
太
郎
右

衛
門
と
い
い
両
替
町
か
ら
来
た
と
あ
る
か
ら
（
寛
永
九
、
正
、
五
）
金
融
業
春

の
娘
だ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
米
屋
宗
福
も
陀
懇
の
町
衆
で
、
つ
れ
立
っ
て

北
野
・
今
宮
の
社
参
を
し
て
い
る
（
慶
長
五
、
正
、
十
五
）
。
　
大
坂
船
場
の
油

屋
久
右
衛
門
は
漁
一
着
を
持
参
、
挨
拶
に
来
て
い
る
が
（
文
禄
二
、
十
二
、
十

二
）
、
　
こ
れ
も
相
当
の
町
入
ら
し
い
。
薬
量
の
播
磨
町
は
定
家
の
筆
蹟
を
百
貫

で
入
季
し
た
と
て
時
慶
に
見
せ
に
き
て
お
り
（
元
和
七
、
十
、
六
－
八
）
、
絵

麗
の
甚
四
郎
に
は
草
花
の
無
心
を
い
う
な
ど
、
こ
こ
で
も
趣
味
教
養
を
通
じ
て

町
人
達
と
の
友
好
は
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
ど
ん
な
関
係
か
ら
か
唱
門
師

常
盤
な
る
藩
が
礼
に
来
た
と
て
食
事
酒
を
出
し
て
接
待
し
て
い
る
が
（
文
禄
一
　
、

十
二
、
十
二
）
、
　
珍
し
い
情
景
で
あ
る
。
一
般
の
町
家
に
対
し
て
も
気
を
遣
い
レ

正
月
梨
木
町
・
二
階
町
裏
町
等
に
挨
拶
し
た
り
（
寛
永
五
、
正
、
十
五
）
、
　
二

条
町
の
家
々
に
何
か
を
振
舞
つ
た
り
（
寛
永
五
、
九
、
十
）
、
　
福
永
町
か
ら
は

　
　
お
と
な

町
の
伯
に
な
っ
て
く
れ
と
所
望
さ
れ
た
が
（
寛
永
十
五
、
八
、
十
蕪
）
、
　
伯
を

た
の
ま
れ
る
程
親
し
み
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
林
屋
氏
は
山
科
言
継

卿
記
の
詑
寧
か
ら
永
禄
を
境
に
公
家
の
町
衆
に
対
す
る
関
心
が
ガ
ラ
リ
と
変
っ

て
稀
薄
に
な
り
、
再
び
以
前
の
よ
う
に
町
人
に
対
す
る
軽
蔑
的
階
級
意
識
が
高

ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
が
（
同
氏
『
町
衆
の
成
立
』
）
、
い
ま
蒔
慶
卿
記
を

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
考
え
直
す
必
要
の
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。

つ
ま
り
徳
川
政
権
が
繊
来
て
も
公
家
と
町
衆
や
庶
民
と
の
関
係
は
決
し
て
遮
断

さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
む
し
ろ
均
し
く
封
建
的
圧
力
を
う
け
て
い
る
点
か
ら

い
え
ば
紹
結
ば
れ
る
噂
話
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
世
は
泰
平
に
な
り
公
家
の
生
活
は
安
定
し
た
と
い
い
条
、
昔
臼
の
如
き
欝

裕
さ
は
許
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
町
人
の
中
に
は
そ
れ
以
上
の
怠
者
も
少
く
な
い

時
節
と
な
っ
て
、
最
早
や
古
代
的
権
威
の
下
に
町
人
を
「
窟
有
下
郎
」
　
「
潤
屋

之
賎
民
」
な
ど
と
見
下
す
よ
う
な
時
代
の
再
来
を
期
待
す
る
望
み
の
絶
え
た
社

会
の
下
で
、
頼
る
べ
き
は
知
行
地
か
ら
の
年
貢
と
そ
れ
を
バ
ッ
ク
す
る
所
司
代

の
権
力
の
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
町
人
や
庶
民
と
の
階
級
的
差
別
は
た
し
か

に
従
来
よ
り
き
び
し
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
経
済
的
感
情
的
に
そ
の
間
に
響
き
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な
へ
だ
た
り
が
出
来
た
わ
け
で
な
く
、
そ
の
差
別
は
形
式
的
、
政
治
的
意
味
の

も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
時
慶
に
と
っ
て
当
面
の
関
心
は
、
最
初
に
も

の
べ
た
よ
う
に
所
司
代
を
中
心
と
す
る
幕
府
勢
力
に
と
り
入
っ
て
、
と
も
す
れ

ば
渋
滞
し
が
ち
な
知
行
地
の
年
貢
を
確
保
し
う
る
よ
う
農
罠
に
圧
力
を
か
け
て

も
ち
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
徳
川
氏
実
権
を
握
る
以
前
に
お
い
て
も
、
京
都
の
市

政
を
司
っ
た
前
田
玄
以
に
連
歌
等
を
通
じ
て
嘉
み
を
深
め
た
が
、
板
倉
勝
重
所

司
代
と
な
っ
て
は
、
毎
年
年
頭
、
公
家
衆
が
年
賀
に
ゆ
き
御
機
嫌
を
伺
う
の
が

恒
例
の
如
く
な
っ
た
（
元
和
四
、
正
、
十
等
）
。
　
そ
の
他
の
有
力
武
家
と
し
て

は
豊
臣
秀
頼
・
毛
利
輝
元
・
細
絹
藤
孝
・
片
桐
且
元
等
が
あ
り
、
歌
や
文
学
等

の
教
養
を
通
じ
て
結
ば
れ
た
の
で
、
そ
こ
に
公
家
の
古
代
的
権
威
の
残
津
を
多

少
と
も
誇
示
し
う
る
わ
っ
か
な
余
地
が
の
こ
さ
れ
て
い
た
に
止
ま
る
。
暗
慶
の

臼
記
に
は
数
々
の
政
治
的
な
重
要
事
件
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
利
休
の
最
後
、

鳥
居
元
忠
の
伏
見
籠
城
、
関
ケ
原
の
合
戦
、
京
都
に
お
け
る
西
軍
請
将
の
処
珊
、

豊
国
社
の
破
却
等
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
殆
ん
ど
何
の
批
評

も
感
想
も
書
か
れ
ず
、
石
田
三
成
三
三
条
河
原
に
飛
首
の
際
は
一
入
と
と
も
に

平
然
と
見
物
し
て
い
た
（
慶
長
五
、
十
、
一
）
。
　
所
詮
武
家
相
互
の
政
治
的
関

係
に
つ
い
て
は
冷
淡
で
あ
り
、
誰
が
天
下
を
取
ろ
う
と
、
要
す
る
に
形
式
的
な

が
ら
天
豊
や
公
家
を
あ
が
め
、
且
そ
の
生
活
を
一
応
保
障
し
て
く
れ
る
よ
う
な

政
治
で
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
と
い
う
諦
観
が
支
配
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
近
世
初
頭
町
人
の
経
済
力
は
い
よ
い
よ
公
家
社
会
に
滲
透
し
、
そ
の

反
藏
教
養
信
仰
を
通
じ
て
古
代
的
伝
統
は
町
人
世
界
に
深
く
流
れ
込
み
、
こ
れ

が
経
済
的
優
越
感
と
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
そ
れ
は
町
人
の
封
建
批
判

的
精
神
、
古
代
へ
の
憧
憬
を
媒
介
と
す
る
激
闘
自
由
の
空
気
を
醸
成
す
る
に
至

っ
た
。
い
わ
ゆ
る
上
方
文
化
の
興
隆
は
実
に
近
世
初
頭
に
お
い
て
、
と
り
わ
け

京
都
の
都
市
貴
族
の
生
活
の
う
ち
に
、
す
で
に
そ
の
顕
著
な
蒲
芽
を
み
せ
て
い

た
の
で
あ
る
。

〔
後
記
〕

　
本
論
文
は
昭
和
三
十
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
三
人
研
究
に
よ
る
成
果

　
の
一
部
で
あ
り
、
そ
の
一
端
は
三
十
翌
年
十
月
、
京
都
大
学
付
属
図
電
髪

　
に
お
け
る
講
演
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
闇
れ
ば
時
慶
卿
記
を
読
み
出

　
し
て
か
ら
早
や
六
、
七
年
の
星
霜
を
閲
し
た
が
、
こ
の
闘
閲
覧
に
関
し
、

　
原
本
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
斎
木
一
馬
・
奥
野
高
広
両
氏
の
、
写
本

　
は
京
都
麿
立
図
書
館
埜
上
衛
氏
及
び
龍
谷
大
学
図
書
館
魯
位
の
郷
好
意
を

　
頂
い
た
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
改
め
て
心
か
ら
の
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
〇
・
四
〔
・
∴
1
鷲
ご
記
）
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tm‘nsition．　Correet　knowledge　should　be　supplied　by　the　then　fact，

the　Peloponnesos　Wa．　r，　which　followed　mi，　ny　disasters　that　evef　had

and　gac　ve　chances　of　many－sided　investigation　in　human　character．

The　constancy　of　hu皿anness　helps　one　to　have　foresight　correspond－

ing　to　similar　facts．　Supported　by　the　spirit　thftc　t　a　brave　and　farse－

eing　leader　could　make　a　honourable　polis　in　history，　he　thought　cor－

rect　writing　of　facts　made　‘　eternal　possession’．

伽κ∂46％公田

by

Yasuo　lzumiya

　　Because　of　a　wide－spread　and　easy－going　conception　that刀467z乗

田st。od　for　the　very　K6den公田meant　by　Ry6π・shi2ge令集解、

in　spite　of　a　frequent　appearance　of　the　word‘K∂4θガiロresources

of　！？itsur3；o”　f”il’Arr：　em．，　the　fundamental　study　on　this　point　seems　to

be　untouqhed，　but　without　this　full　recognition　one　cac　nnot　fully　uncler－

st’and　the　transition　of　landholcling　systera　in　Ritsi・””pt6　system　and．the

forma．　tion　of　manorlal　system．　From　this　point　of　view　this　artlcle

trieg　to　research　Ko”den　fundamentally．　1〈o”den　meant　originally　farm

1狐dbefore　l〈ubunden口分田，　while　it，　by　being　cultivated，　seemed

to　be　treated　as　IVIuchishiden　i瞼地子田，　By　enforcement　of　the　y67’6

養老1aw，　however，　it　wE　s　authorized　to　eam　by　cultivating　for　six

years　as　Yusoden輸租田；in　the　fi　1’st　year　of、Tench6天長　the

period　to　earn　by　ctiltivating　was　poptponed　to　life－time．　Along　with

the　dissolution　of　the　G6ko郷芦system，κ646π　was　ident玉fied　with

．1〈ubunden．　After　the　eleventh　century　the　au£horiza，　tion　of　lord　rlght

on　Ko”den　resulted　ln　the　use　of　the　word　1〈o“den　which　meant　vat・一

soden　correlative　against　FuNnso不輸租manor．　Such　transition　of

J〈6　den　naturally　followed　change　in　meaning　of　Shiden　私田and

lnft，　nor．

Life　of　City　Nobles　at　the　Beginning　of　the　Tokugawa　Era

by

ShUichi　Murayama

　　The　life　of　city　nobles，　from　the　A2uchi－Momo），ama　安土桃山

period　to　the　first　Edo江戸period，　so－called　reorganized　feudalistic

（671）



periocl，　is　to　be　considered　the　contribution　of　the　nobles’　tradition　to

the　feudalistic　society　in　relation　to　merchants，　sft，　murai，　and　farmers，

ai’ound　the　diary　by　Nishinot6in　Toleiyoshi預享同院時慶．
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